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 　市では、市内各所に申告相談受付会場を設置します。還付申告は２月３日～６日に文化センターで、
市・県民税申告は２月16日～３月13日の期間、文化センターをはじめ地区公民館等で受け付けます。各
会場でお受けできる申告相談は、給与や年金等の申告に限られます。事業所得や譲渡所得等の申告につ
いては、上尾税務署での申告をお願いします。また、文化センター会場については、新庁舎外構工事の
ため、車でのご来場はご遠慮ください。 問 税務課市民税担当（☎５９４－５５1８）

文化センター会場は、新庁舎外構工事のため、車での
ご来場はご遠慮ください
　昨年退職され、年末調整が済んでいない人、給与所
得・公的年金(雑所得)のみで、医療費控除を受ける人
等の「還付申告」が対象です。　
　その他の申告はお受けできませんので、上尾税務署
で直接申告してください。

所得税の還付申告
相談受付日程

月日 場所 受付時間

２月３日（火）

文化センター第３会議室
９：00～
15：30

２月４日（水）

２月５日（木）

２月６日（金）

年金所得者の確定申告不要制度

　所得税では、平成23年分以降の各年分において、
公的年金等の収入金額が４00万円以下で、公的年
金等以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定
申告が不要となりました。ただし、所得税の還付
を受ける場合は確定申告が必要です。
　また、市・県民税で、社会保険料控除や医療費
控除等の各種控除を受ける場合については、忘れ
ずに市・県民税の申告をお願いします。

医療費控除は明細書で整理を
　医療費控除を受ける場合は、事前に、医療費の
領収書を個人ごと、医療機関ごとにまとめたうえ
で集計し、「医療費の明細書」に記載を済ませた状
態でお持ちください。
　医療費の明細書ができていない場合や領収書の
集計がなされていない状態では、申告書を作成す
ることができません。

市・県民税、所得税の申告
相談受付日程

月日 場所 受付時間

２月16日（月）

文化センター第３会議室 ９：00～15：30

２月17日（火）

２月18日（水）

２月1９日（木）

２月20日（金）

２月24日（火）
南部集会所（南部公民館内）

９：30～15：30

２月25日（水）

２月26日（木）
西部集会所（西部公民館内）

２月27日（金）

３月２日（月） 勤労福祉センター集会室

３月３日（火）
北部集会所（北部公民館内）

３月４日（水）

３月５日（木）
学習センター集会室

３月６日（金）

３月９日（月） 中丸集会所（中丸公民館内）

３月10日（火）

文化センター第３会議室 ９：00～15：30
３月11日（水）

３月12日（木）

３月13日（金）

文化センター会場は、新庁舎外構工事のため、車でのご
来場はご遠慮ください
　給与所得・公的年金（雑所得）の所得税の確定申告につい
ても受付をしています。
　その他の所得に関する申告や住宅借入金等特別控除に関
する初回の申告など、お受けできないものについては、上
尾税務署で直接申告してください。

　前年の所得が給与のみの人（年末調整済）で、毎年源泉徴
収票を提出するだけの人は、源泉徴収票を税務課市民税担
当（〒364-8633住所記載不要）に郵送することで、申告に代
えることができます。

市・県民税の申告　所得税の還付申告注目
１
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3広報きたもとNo.923

　次のいずれかに該当する人などで、源泉徴収さ
れた税金や予定納税をした税金が納めすぎになっ
ている人は、申告により税金が還付されます。
年の途中で退職した人
　平成26年中に会社などを退職し、給与所得につ
いて年末調整を受けていない場合。
年金受給者で所得税を源泉徴収されている人
　平成26年中に年金から所得税を源泉徴収されてい

て、社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除な
どを受ける場合。
医療費控除等の各種控除を受ける人
　平成26年中に支払った医療費が一定の金額以上
ある場合の医療費控除や、住宅ローンを利用して
住宅を新築、購入、増改築した場合の住宅借入金
等特別控除などの各種の控除を受ける場合（年末
調整で控除済みの場合を除く）。

還付申告で税金が戻る人

　２月１日(日) ～1５日(日)の間（土・日曜日、祝日
を除く）、市内の各税理士事務所で、対象の皆さ
んのうち少額な税務相談や申告書の作成を無料で
行います。
　関東信越税理士会上尾支部へ事前に電話連絡

（９：30～16：00)のうえ、お出かけください。
対 ①年金を受けられている人
　②給与所得者で医療費控除を受けようとされる人
　③年の途中で退職または就職された人
問 関東信越税理士会上尾支部(☎0４８―776―８777）

税理士による申告無料相談

還付申告の受付　上尾税務署では１月から　　　　市では２月から

鴻巣行田北本環境資源組合からのお知らせ注目
2

 ■新たなごみ処理施設の建設候補地の選定について
　昨年10月1５日に開催された、第２回鴻巣行田北本環境資源組合新施設建設等検討委員会において、「新施
設建設候補地選定の方法」および「選定に当たっての条件」について決定されました。
　組合ではこの決定を受けて、建設候補地の選定作業を行っています。今後も適宜、広報紙等でお知ら
せします。

［市での還付申告受付］
時 場左表のとおり
対次のいずれかに該当する人
・昨年退職され、年末調整が済んでいない人
・ 給与所得、公的年金（雑所得）のみで、医療費控除

等の所得控除を受ける人
※その他の申告はお受けできませんので、上尾税
務署で直接申告してください。

[上尾税務署]
時１月５日（月）以降　₉：00～17：00

（土・日曜日、祝日を除く）
問上尾税務署（☎0４８-770-1８00※音声自動案内）

●次の基本的条件により、建設候補地を１か所選びます。
１必要とされる面積の確保
２現況の土地利用および将来の開発
３利便性（３市からのごみ搬入車両のアクセスなど）
４環境への影響（自然環境・住環境への影響など）
５法的制約条件（河川区域・保安林・埋蔵文化財包蔵地を避

けるなど）
６経済性（建設コストなど）

建設候補地の選定方法

建設候補地の選定作業
●建設候補地として適切か協議します。

新施設建設等検討委員会

候補地の選定

問 鴻巣行田北本環境資源組合計画建設課(☎５01―670８）

広報紙等での候補地の公表、住民説明会など

申告に必要なもの
○印鑑　○筆記用具、電卓　○還付金の振込先(金
融機関名・支店・口座番号)がわかるもの
○所得金額を証明するもの(源泉徴収票、支払調書等)
○社会保険料　○生命保険料　○地震保険料等を
支払った証明書や領収書(保険会社から送付された
控除証明書、日本年金機構から送付された国民年
金保険料控除証明書、国民健康保険税領収書等)　
○その他、申告内容に応じて必要な領収書や証明書等
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4 2015年１月１日発行

北本市のロゴタイプを募集します注目
３
募集内容　本市の持つ魅力とまちの未来をデザイン化したロゴタイプ 『北本市』を募集します。
募集期間　１月１日（木・祝）～２月６日（金・必着）
応募方法　 政策推進課窓口および各地区公民館等で配布、または市ホームページからダウンロードできる

募集チラシ（応募用紙つき）を確認のうえ、所定の応募用紙に作品を描き、作品の説明、郵便番
号、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、職業（または学校名と学年）、生年月日、年齢を明記し、
次の方法で提出してください。

　　　　　（１）郵送（〒36４－８633 住所記載不要 北本市役所政策推進課あて）
　　　　　（２）Eメール（a02200@city.kitamoto.saitama.jp）
　　　　　　　※件名を「北本市ロゴタイプ応募」としてください。
　　　　　（３）直接持参（市役所２階　政策推進課）
選考方法　庁内選考会議および北本市ロゴタイプ審査委員会にて選考を行い、最優秀作品１点と優秀作品
　　　　　２点を決定します。
賞　　　　最優秀賞（１点）賞金20万円、優秀賞（２点）賞金２万円
結果発表　受賞者には３月末までに通知します。
　　　　　なお、受賞作品は市ホームページおよび広報紙で公表します。
問 政策推進課政策推進担当（☎５９４-５５03）

「きたもとオープンガーデン2015春」参加者を募集します注目
4

　昨年11月、本市で初となる「きたもとオープンガーデン」を開催し、大変多くの人に見学に来ていただ
きました。
　今年も昨年に引き続き、第２回「きたもとオープンガーデン」を開催します。オープンガーデンは、市
民や北本のまちを訪れる皆さんと楽しくガーデニング交流する絶好の機会となります。参加者を次のと
おり募集しますので、ご近所、お知り合いの人をお誘いのうえ、ふるってご応募ください。
　また、オープンガーデン活動を楽しむ人たちの集まり「きたもとオープンガーデン　花結会（はなゆい
かい）」（仮称）が発足しました。入会ご希望、ご興味のある人はお気軽にお問い合わせください。
開催期間　５月22日（金）～2４日（日）の３日間　９：00～1５：00（希望日時のみの公開も可能）
条件　　　①市内でお庭を公開できる個人・事業所・団体・学校
　　　　　②ガイドマップに住所・個人名掲載を了承されること。
　　　　　③お庭の中まで公開していただけること。
募集期間　２月２日（月）まで
応募方法　 産業観光課および北本市観光協会で配布または市ホームページからダウンロードできる応募

用紙に、氏名（または団体名および代表者名）・住所・電話番号・お庭の特徴、花や緑の種類、
お庭の位置図、公開可能な日・時間帯を記入のうえ、次の方法で提出してください。

　　　　　※お庭の様子がわかる写真を応募時に提出してください。
　　　　　※電話等で請求いただければ応募用紙を送付します。
　　　　　※他薦も受け付けています。ご本人の了解を取ったうえでお知らせください。
　　　　　（１）郵送（〒36４-８633　住所記載不要　北本市役所産業観光課観光推進担当あて）
　　　　　（２）Eメール（a03100@city.kitamoto.saitama.jp）　（３）FAX（５９2-５９９7）
　　　　　（４）直接持参（市役所２階　産業観光課）
問 きたもとオープンガーデン　花結会（事務局：産業観光課内☎５９４-５５31）

南部公民館=南部学習センター：☎ 592-2458 ｜東部公民館=中央地域学習センター：☎ 591-2695
西部公民館=西部学習センター：☎ 591-0410 ｜北部公民館=東間深井学習センター：☎ 543-2115

中丸公民館=中丸学習センター：☎ 593-1010 ｜学習センター=公団地域学習センター：☎ 592-3325
勤労福祉センター=東地域学習センター：☎ 591-8550 ｜コミュニティセンター=本町西高尾学習センター：☎ 591-8420

〈広告〉

｢そろばん｣は学ぶ丈の価値が有ります。日本人は以前より広く｢そろばん｣
が学ばれた、おかげで数字に強い国民に成りました。電卓やコンピュータ
ーが普及した現在、逆に学校関係者やマスコミが｢そろばん｣の存在を再
評価し、優れた学習器具として授業にも取り入れられて居ます。上達すれ
ばする程一生の宝物として身に付き、様々なシーンで必ず役立つ｢そろば
ん｣を是非、幼少より｢脳の栄養｣として学んで下さい。※数字の１から50
まで読んで書ければ｢何才｣でも入塾受付致します。

生徒募集

北本市中央2 - 7 8
お問い合せ
〔電〕048-594-0980

そろばん
フラッシュあんざん

北本駅西ロ徒歩１分

石川珠算学院中小企業 契約書作成、取引トラブル、顧問契約等

不 動 産 売買 ･賃貸の諸問題、マンション管理等

成年後見 高齢者の財産管理、後見人・保佐人等

〈事前にご予約下さい〉5400円

時間外相談は、予約時にご相談ください

北本市商工会会員
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国民健康保険に加入されている皆さんへ注目
5

○高額療養費制度が平成27年１月から変わります	

平成27年１月診療分から
所得要件 自己負担限度額

旧ただし書所得
９01万円超

2５2,600円＋（総医療費-８４2,000円）
×1％〈多数回該当：1４0,100円〉

旧ただし書所得
600万円～９01万円以下

167,４00円＋（総医療費-５５８,000円）
×1％〈多数回該当：９3,000円〉

旧ただし書所得
210万円～600万円以下

８0,100円＋（総医療費-267,000円）
×1％〈多数回該当：４４,４00円〉

旧ただし書所得
210万円以下

５7,600円
〈多数回該当：４４,４00円〉

住民税非課税 3５,４00円
〈多数回該当：2４,600円〉

平成26年12月診療分まで
区分 所得要件 自己負担限度額

上位所得者 旧ただし書所得
600万円超

1５0,000円＋
（総医療費-５00,000円）

×1％
〈多数回該当：８3,４00円〉

一般 旧ただし書所得
600万円以下

８0,100円＋
（総医療費-267,000円）

×1％
〈多数回該当：４４,４00円〉

低所得者 住民税非課税 3５,４00円
〈多数回該当：2４,600円〉

●70歳未満

区分 所得要件 窓口負担割合 自己負担限度額

現役並所得 住民税課税所得
1４５万円以上 ３割 ４４,４00円 ８0,100円＋（総医療費-267,000円）×1％

〈多数回該当：４４,４00円〉
一般 住民税課税所得

1４５万円未満（※）
２割

（特例措置対象被保険者の
窓口負担割合は１割）

12,000円 ４４,４00円

低所得Ⅱ 住民税非課税  ８,000円 2４,600円

低所得Ⅰ 住民税非課税
（所得が一定以下）  ８,000円 1５,000円

●70歳〜74歳未満

※収入の合計額が５20万円未満（１人世帯の場合は3８3万円未満）の場合も含みます。なお、平成27年１月からは、同一世帯の70歳～7４
歳の人の旧ただし書所得の合計額が210万円以下である場合、所得区分が一般となります。これは、平成27年1月以降に70歳となる人
がいる世帯の70歳～7４歳の人に適用されます。
・旧ただし書所得は、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です。
・多数回該当とは、過去12か月間で高額療養費の該当となる月数が３月以上あったときは、４月目からは自己負担限度額が引き下げら
れる制度です。

　現在、国民健康保険に加入されている人が出産する
場合、保険給付として出産育児一時金が支給されます
が、健康保険法施行令が改正されたことに伴い、条例
等が改正されました。（他の健康保険に加入されている
人も同様に変更されました）。
【変更点】    
産科医療補償制度の掛け金の引き下げに伴い、右記の
とおり出産育児一時金の支給額が変更になりました。 

　ただし、産科医療補償制度に加入している医療機関
で出産した場合の支給額は変わりません。

※産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合

　同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
　負担能力に応じた負担を求める観点から、所得区分が細分化され、自己負担限度額が下表のようになります。（他の健
康保険等に加入されている人も同様に改正されました。詳しくは、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。）

○出産育児一時金の支給額が平成27年１月変わります

問 保険年金課国民健康保険担当(☎５９４-５５４1）

外来

南部公民館=南部学習センター：☎ 592-2458 ｜東部公民館=中央地域学習センター：☎ 591-2695
西部公民館=西部学習センター：☎ 591-0410 ｜北部公民館=東間深井学習センター：☎ 543-2115

中丸公民館=中丸学習センター：☎ 593-1010 ｜学習センター=公団地域学習センター：☎ 592-3325
勤労福祉センター=東地域学習センター：☎ 591-8550 ｜コミュニティセンター=本町西高尾学習センター：☎ 591-8420

内容 現在の支給額 平成27年１月１日以降に
出産した場合の支給額

出産育児一時金 3９.0万円 ４0.４万円
産科医療補償制
度保険料相当額  3.0万円  1.6万円

合 計（※） ４2.0万円 ４2.0万円

〈広告〉

｢そろばん｣は学ぶ丈の価値が有ります。日本人は以前より広く｢そろばん｣
が学ばれた、おかげで数字に強い国民に成りました。電卓やコンピュータ
ーが普及した現在、逆に学校関係者やマスコミが｢そろばん｣の存在を再
評価し、優れた学習器具として授業にも取り入れられて居ます。上達すれ
ばする程一生の宝物として身に付き、様々なシーンで必ず役立つ｢そろば
ん｣を是非、幼少より｢脳の栄養｣として学んで下さい。※数字の１から50
まで読んで書ければ｢何才｣でも入塾受付致します。

生徒募集

北本市中央2 - 7 8
お問い合せ
〔電〕048-594-0980

そろばん
フラッシュあんざん

北本駅西ロ徒歩１分

石川珠算学院
北本市中央2-78
お問い合わせ〔電〕048-594-0980

日本商工会議所・日本珠算連盟　指定教場
北本駅西口徒歩１分
石川珠算学院

当そろばん塾では、皆で楽しみながら、そろばんを学習して暗算力を付け
生涯役立つ様指導しています。学習内容は「数遊び」から「フラッシュあん
ざん」まで幅広く取組んでいます。その為小さなお子さんから競技大会を
目指す生徒が日々そろばん教室に集まっています。わかりやすく指導しま
すので気軽に入塾して、１日も早く練習を始めて下さい。

中小企業 契約書作成、取引トラブル、顧問契約等

不 動 産 売買 ･賃貸の諸問題、マンション管理等

成年後見 高齢者の財産管理、後見人・保佐人等

〈事前にご予約下さい〉5400円

時間外相談は、予約時にご相談ください

北本市商工会会員

あけましておめでとうございます
今年も宜しく
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6 2015年１月１日発行

平成26年度北本市表彰式
平成26年度北本市優秀建設工事等表彰

注目
6

　次の皆さんが表彰を受けられました（敬称略・順不同）。

小野純子（社会教育委員）
小澤理絵（社会教育委員）
木村基（社会教育委員）
吉田秀文（社会教育委員）
伊藤好明（区長）
井戸和美（区長）
田島和生（区長）
松口桂子（区長）
福島弘行（交通指導員）

○善行表彰（14団体２人）
株式会社ウッド（公共施設の清掃美
化、緑の維持管理）
北本市ホタルの里づくり推進協議
会（公共施設の清掃美化、緑の維持
管理）
クリーン夫婦本間（公共施設の清掃
美化、緑の維持管理）
くろーばーグループ（公共施設の清
掃美化、緑の維持管理）
中丸１丁目自治会（公共施設の清掃
美化、緑の維持管理）
富士重工業株式会社埼玉製作所（公
共施設の清掃美化、緑の維持管理）
谷足春秋クラブ（公共施設の清掃美
化、緑の維持管理）
宗教法人解脱会（金員寄附）
稲木勝英（金員寄附）
東11自治会（地域環境美化推進）

東間８丁目自治会（地域環境美化推進）
本宿７丁目自治会（地域環境美化推進）
中丸１丁目自治会（地域環境美化推進）
西高尾７丁目自治会（地域環境美化
推進）
安達昌義（人命救助）
北本トマトカレー研究会ＫＡＢＡ
ちゃんず（平成26年第２回全国ご当
地カレーグランプリ優勝）

○文化・スポーツ奨励賞（13人）
江連彩圭（第62回埼玉県美術展覧会
埼玉県議長賞　受賞）
村田千紗（第５6回小学生・中学生全
国空手道選手権大会団体戦　小学
生高学年女子　形の部 ３位）
田島空汰（第37回全国JOCジュニア
オリンピックカップ夏季水泳競技
大会200ｍフリーリレー決勝５位）
田中直太朗（第36回全国JOCジュ
ニアオリンピックカップ春季水泳競
技大会200ｍフリーリレー決勝７位）
尾藤秀哉（第36回全国JOCジュニア
オリンピックカップ春季水泳競技大会
200ｍフリーリレー決勝７位、第37回
全国JOCジュニアオリンピックカッ
プ夏季水泳競技大会５0ｍ自由形決勝５
位、200ｍフリーリレー決勝５位）
丸橋碧人（第36回全国JOCジュニア

オリンピックカップ春季水泳競技
大会200ｍフリーリレー決勝７位、
第37回全国JOCジュニアオリン
ピックカップ夏季水泳競技大会200
ｍフリーリレー決勝５位）
秋山飛依（第2５回全日本エアロビク
ス大会全国大会小学生高学年サー
キット７位入賞、201４年IAC－JAPAN
カップサーキット７～11歳優勝）
秋山夢翔（第2５回全日本エアロビク
ス大会全国大会小学生高学年サー
キット優勝、201４年IAC－JAPAN
カップサーキット12～1４歳優勝）
木村瑠里（第37回全国JOCジュニ
アオリンピックカップ夏季水泳競
技大会200ｍメドレーリレー決勝２
位、200ｍフリーリレー優勝）
吉澤俊（平成2５年度JOCジュニアオ
リンピックカップ兼第2４回ISSFジ
ュニアライフル射撃競技選手権大
会ビームライフル少年男子立射60
発競技第３位）
伊藤大貴（第５回全日本ラクロス大
学選手権大会優勝）
木内忠男（第33回全日本クラブ卓球
選手権大会男子一般の部60代３位）
荒井久雄（201４第４7回全日本シニア
体操競技選手権大会男子２部60代
第３位）

○功労表彰（９人）

受賞者（敬称略・順不同）
（株）島村工業上尾支店、守屋八潮建設（株）上尾支店、（株）エコー、（株）金子設備、（株）松下設計

北本市観光協会からのお知らせ

平成26年度北本市表彰式

　11月2５日、公共工事の品質確保の促進や技術の向上などを目的とし、市が発注した建設工事および設計委託業
務を、優秀な成績で完成させた建設業者等を表彰しました。

平成26年度北本市優秀建設工事等表彰

〈広告〉
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北本市役所　☎591－1111（代表）・FAX592－5997

7広報きたもとNo.923

人口…6８,666人（-16人）
男性…3４,176人（- 6人）
女性…3４,４９0人（-10人）

○市県民税　第４期分　○国民健康保険税　第６期分
○介護保険料　第６期分　○後期高齢者医療保険料　第６期分

世帯数…2８,４４４世帯
※12月１日現在
※（　）は対前月比

人口の
うごき

今月の
納　税

　　　�初笑い!週末よしもと新春爆笑ステージin鴻巣鴻巣市 　　　�春風亭小朝独演会2015桶川市

　笑う門には福来る！
　会場一杯の観客を笑いと感動の渦に
巻き込む話芸をどうぞお見逃しなく！！
時 １月31日（土）12：30開場、13：00開演
場 桶川市民ホール
費【全席指定】S席3,000円、A席2,500円
※未就学児入場不可
チケット　桶川市民ホール１階受付
（☎048-78９-1513）にて販売中
問桶川市民ホール（☎048-78９-1113）

時 １月24日（土）18：00開場、1９：00開演
場 クレアこうのす大ホール
費【全席指定】前売3,500円、当日4,000円（全て税込）※
４歳以下膝上無料。５歳以上、席が必要な場合有料。
申 クレアこうのすチケットセンター（☎540-0500）他
でチケット発売中※詳細はクレアこうのすホーム
ページをご覧ください。
問クレアこうのすチケットセンター（☎540-0500）ま
たはチケットよしもと予約問合せダイヤル（☎0570-
550-100）

北本市観光協会からのお知らせ

〒36４－003５ 西高尾₁－2４９
TEL　５９1－1４73
FAX　５77－3４7５
メール　info＠machikan.com
H　P　http：//www.machikan.com/

●グリコピア・イースト北本市民デー●
時 ２月1８日（水）　１回目９：30～　２回目11：00～　
費 無料　定 各８0人（子どもも１人として計算。定員
超過の場合は抽選）※結果は、はがきで通知します。
対 市内在住・在勤の人　
申 往復はがきに希望回・代表者・住所・電話番号・
参加者全員の氏名・年齢・車を利用する場合は駐車
場使用台数を記入し１月16日（金・消印有効）までに
観光協会へ。
他 	●グリコピア・イーストでの現地集合・解散。
　 ●小学生以下の子どもは保護者同伴。
　 ●車椅子使用の人はその旨をはがきに記載。
　 ●１枚のはがきで最大４人まで申込み可。
　 ●申込みは１グループにつきはがき１枚まで。

●観光協会ウェブショッピングのご案内●
　観光協会では、地産物の発信や支援を目的に昨年
10月からYahoo!ショッピング内にウェブショッピン
グページを開設しています。１月からは取り扱い商
品も拡充し、さらに北本の魅力を発信できればと考
えていますので、ぜひご活用ください。
　なお、昨年10月に新発売となりました『日本一の
北本トマトカレー』は現在品切れの状況です。北本
産のトマトが流通し始める２月ごろに再入荷の予定
ですので今しばらくお待ちください。
URL：http://store.shopping.yahoo.co.jp/kitamoto/
（観光協会ホームページからもリンクがあります）

＊取り扱い商品の拡充についても適時募集していま
すので、お気軽にお問い合わせください。

〈広告〉
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